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内　容 問い合わせ

国民年金保険料前納

まとめて払うとお得になる「前納制度」をご利用ください。
口座振替で２年分を前納した場合、毎月払いよりも１５，00０円程度お得です。
納付方法や期間は選べます。
期限：６カ月分前納：8 月末もしくは2 月末、１年分前納・2年分前納：2 月末
その他：窓口で手続きをする場合は、基礎年金番号が確認できる書類、金融機関届出
印、通帳などをご持参ください。

豊橋年金事務所
☎（0532）33‐4111
保険年金課
☎23‐2149

暮らしの備忘録は、保険年金や税・子育てなどの情報で期
限があるものや更新が必要な内容などを掲載しています。
忘れないように確認しましょう！

内　容 対象 問い合わせ

家屋を取り壊したとき
はお知らせください

家屋を取り壊した場合は、必ず12月末までに電話などで
ご連絡ください。連絡がない場合、引き続き固定資産税が
課税されてしまうことがあります。
※１２月末までに法務局で滅失登記を行う家屋は届け出不

要です。

家屋を取り壊し
た方

税務課
☎23‐3510

介護保険料の減免 災害や事業の廃止・失業などの要件により、保険料の納付
が難しい方は、減免が認められることがあります。
※減免の要件は、QRコードからご確認ください。

65歳以上で介護
保険料の納付が
困難な方

高齢福祉課（東三河
広域連合田原窓口）
☎23‐3217

個人事業税第2期分
第2期分の納付書は、8月に県からお送りした納税通知書
に同封されています。最寄りの金融機関、コンビニエンス
ストアなどで納付してください。
納期限：11月30日（水）

県内で個人事業
を営む方のうち、
課税対象になる
方

東三河県税事務所
課税第一課
☎（0532）35‐6127

今月の納税・使用料
納期限：11月30日（水）
後期高齢者医療保険料（5期）、国民健康保険税（５期）、市営住宅使用料（11月分）、保育料（11月分）、
公共下水道負担金等（3期）、農業集落排水事業分担金（3期）、し尿汲取手数料（9・10月分）
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※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


